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３ 環境基本計画の基本的な考え方 

 

（１） 計画策定の背景 

豊かな森林や清流に育まれた本市においても、気候変動に伴う異常気象の発生や農産

物への影響、生物生息環境の変化などが懸念されてきました。また、私たちのくらしや

産業活動を便利で豊かにしてきた資源やエネルギーの大量消費・大量廃棄型社会の広が

りにより、環境負荷が増大や蓄積するなど、地球温暖化などの地球環境問題をはじめ、

身近な環境にもさまざまな変化や影響をもたらしてきています。 

このような問題に対処していくためには、特定の環境問題ごとに個別に対処するだけ

ではなく、環境そのものを総合的にとらえ、計画的な施策を講じていくことが必要にな

ってきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

沼田市環境基本条例の制定 

沼田市環境基本計画 

改訂沼田市環境基本計画（現計画） 

沼田市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）－エコの実プラン－ 

平成 17年：沼田市、白沢村、利根村の合併 

平成 19年：第五次沼田市総合計画の策定 

総合的長期的な視点にたった環境の保全及び創造に関する取り組みの総合的計画的な展開をめざす。 

第一次約束(目標)期間 2008～2012 年 

温室効果ガス＊排出量 1990 年比 6％削減 

：沼田市くらしの環境美化条例の制定 

第ニ次沼田市環境基本計画 

改訂沼田市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）－エコの実プラン－ 

３ 環境基本計画の基本的な考え方 ３ 環境基本計画の基本的な考え方 
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（２） 計画の役割と位置づけ 

この計画は、沼田市環境基本条例第

８条に定める環境の保全等に関する目

標であり、環境の保全等に関する施策

を総合的かつ計画的に推進するための

ものです。あわせて、市民・事業者・市

の各主体が環境の保全等に取り組んで

いく上での“道しるべ”としての役割を

もっています。 

また、この計画は、国や県の環境基本

計画との整合性を図り、沼田市総合計

画における環境面の取り組みを推進する計画として位置づけるものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

[沼田市環境基本条例第８条] 

(環境基本計画) 

第 8 条 市長は、次に掲げる事項について、沼田市環境基本計画(以下「環境基本計画」とい

う。)を定める。 

（1）環境の保全等に関する目標 

（2）環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 

2 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、市民、事業所又はこれらの者の組織する団

体(以下「市民等」という。)の意見を反映するよう努めるとともに、沼田市環境審議会の意

見を聴かなければならない。 

3 市長は、環境基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

4 前 2 項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。 

国：環境基本法 

県：環境基本条例 

国：環境基本計画 

県：環境基本計画 

沼田市環境基本条例 

沼田市環境基本計画 

●エコの実プラン 

地球温暖化対策実行計画 

●一般廃棄物処理基本計画 

●分別収集計画 他 

沼田市総合計画 

分野別計画 

●都市計画マスタープラン 

●地域防災計画 

●地域森林整備計画 

●農業振興地域整備計画 

●男女共同参画計画 他 

市民・事業者・市の 

環境保全行動 

吹割の滝 
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（３） 計画の基本的事項 

① 計画の推進主体 

この計画の推進主体は、市民、事業所、市とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 計画の対象地域 

対象地域は、沼田市全域とします。ただし、近隣市町村との連携にも配慮します。 

 

③ 計画が対象とする環境の範囲 

対象とする環境の範囲は、自然環境、生活環境、地球環境とします。 

 

④ 計画の目標年度 

目標年度は、平成３６年度（２０２４年度）とします。 

ただし、社会経済状況が大きく変化し、新たな課題が生じて実態に合わなくなった

場合や、進捗状況を点検、評価の結果、計画がそぐわないと判断された場合は、見直し

を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

  

[沼田市環境基本条例第４～６条] 

(市の責務) 

第 4 条 市は、基本理念にのっとり、環境の保全等に関し、自然的・社会的条件に応じた

施策を策定し、これを実施する責務を有する。 

2 市は、市民及び事業者が環境への理解を深め、意欲を高めるため、必要な措置を講じな

ければならない。 

(市民の責務) 

第 5 条 市民は、基本理念にのっとり、その日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めな

ければならない。 

2 前項に定めるもののほか、市民は、市の実施する施策に積極的に協力しなければならな

い。 

(事業者の責務) 

第 6 条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴っ

て生ずる公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務

を有する。 

2 前項に定めるもののほか、事業者は、市の実施する施策に積極的に協力しなければなら

ない。 



24 

 

（４） 計画の推進体制と進行管理 

本市の環境課題を解決し、望ましい環境像を実現するためには、市民・事業所・市がそ

れぞれの役割を理解し、連携・協力しながら取り組みを進めていくことが重要です。 

そこで、計画の実効性を高めるとともに、効果的な推進を図っていくため、以下のよ

うな推進体制と進行管理の仕組みを作ります。 

 

① 推進体制 

ア 環境調整会議 

広範多岐にわたる環境施策を総合的、計画的に実施するため、庁内に環境調整会

議を設置し、関係各課による連絡調整や施策検討等を行い、事業化につなげます。 

 

イ 環境審議会 

計画の推進には、様々な分野から専門的に審議・検討していくことが必要となり

ます。そこで、市民や団体、機関の代表、有識者などで構成する環境審議会に、計画

の進捗状況を報告するとともに、計画の進行管理や環境施策などについて意見を求

め、施策の推進に反映するよう努めます。 

 

ウ 関係機関及び関係団体との連携 

環境施策を総合的に実施するためには、行政だけでなく教育機関や市民環境団体、

ＮＰＯなど、関係団体との連携や協力が必要です。 

これまでの環境関連機関・団体との連携を充実していくとともに、事業の実施を

通じ、連携・協力体制を築きます。 

 

エ 広域的な連携と協力 

地球温暖化対策や自然との共生における生物多様性＊の確保などの問題は、本市だ

けの取り組みで解決できるものではありません。 

こうした広域的な対応が必要となる環境問題については、国などの動向を踏まえ

ながら、近隣自治体や県と連携を強化し、協力しながら取り組みを図ります。 
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② 計画の評価 

計画を推進するために、年度ごとに重点施策及び具体的な事業の実施状況を確認、

課題を整理しながら、事業を実施していきます。 

また、各担当課は、取り組み施策を元に具体的な事業と数値目標を定め、その結果

を年次報告書として公表します。 

年次報告書により新たな課題が見つかった場合は、次年度の事業に反映させるとと

もに、必要に応じ環境基本計画の見直しを行います。 

計画の最終年度である平成３６年度（２０２４年度）に最終評価を行い、設定した

目標の達成状況を把握し、次に目指していくべき方向性を再度設定し、次期計画につ

なげていきます。 

各種施策の展開に際しては、環境調整会議を開催し、関係各課との調整を行います。 

 

③ 計画の進行管理 

本計画に掲げた環境施策を効果的に推進するため、「環境基本計画ＰＤＣＡ（Ｐｌａ

ｎ・Ｄｏ・Ｃｈｅｃｋ・Ａｃｔｉｏｎ）サイクル」を構築し、計画どおりに実施できた

かを点検し、改善策を講じながら、必要に応じて各種環境施策など見直しを行い、Ｐ

ＤＣＡサイクルを実施していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

連携 

市 

環境施策、行動の実践 

市民・事業所の支援、意識啓発 

環境調整会議 

国
・
県
・
関
係
市
町
村 

沼田市環境基本計画ＰＤＣＡサイクルによる進行管理 

沼
田
市
環
境
審
議
会 

報告 

意見 

情報公開 

広報、ホームページへの掲載 

ACTION 
（見直し） 

PLAN 
（取り組みの設定） 

各年評価に基づき、取り組み
内容を見直しながら翌年度
の事業実施に反映させます。 

計画に基づき、目標を達成
するための各種取り組み

を設定します。 

CHECK 
（確認、評価） 

DO 
（取り組みの実施） 

施策の実施状況を検証し、
達成状況の確認、評価を行

います。 

目標達成に向けて各主体
が取り組みを実施しま
す。 


